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代理人の選任（あれば）

以下の者は、出願人の代理人として選任された。

(a) 代理人（該当するボックスをチェックする）1：

 自然人－姓：          名：

 法人－公式名称：

(b) 住所又は居所：

郵便番号：          都市名：          国名：

電話番号：   

電子メールアドレス：  

当該様式に委任状が添付されている（任意）

1 １つのボックスのみチェックする。両方のボックスにチェックがある場合は、代理人名は自然人名、法人名の順に記録される。

意匠、複製物、及び／又は見本の数（必須）

(a) 意匠の総数（最大 100）2：

(b) 複製物の総数： 白黒： カラー：

(c) 複製物を含む A4 用紙のページ総数：

(d) 見本（あれば）の総数：

２  出願が２以上の意匠を含み、エストニア、日本、キルギス、ルーマニア、ロシア、シリア、タジキスタン又は米国を指定する場合には、Hague 
Guide for Users ( www.wipo.int/hague/en/guide/ia.html ) の International Application – Item 6 を必ず参照すること。

締約国の指定（必須－後で締約国を追加指定することはできない）

該当するボックスをチェックすることによって、保護を求める締約国を指定すること。指定する締約国は、第 2 欄に記載さ

れた締約国の一つを拘束する 1999 年改正協定及び／又は 1960 年改正協定に拘束される国でなければならない（締約国の

一覧はこの様式に添付されている）：

AL Albania
AM Armenia 
AZ Azerbaijan
BA Bosnia and 

Herzegovina
BG Bulgaria
BJ Benin
BN Brunei 

Darussalam
BW Botswana
BX Benelux
BZ Belize
CA Canada
CH Switzerland
CI Côte d’Ivoire
DE Germany
DK Denmark
EE Estonia
EG Egypt
EM European Union

ES Spain
FI Finland3

FR France
GA Gabon
GB United Kingdom
GE Georgia
GH Ghana3

GR Greece
HR Croatia
HU Hungary3

IS Iceland3 

IT Italy
JP Japan
KG Kyrgyzstan
KH Cambodia
KP Democratic 

People’s Republic 
of Korea

KR Republic of Korea4

LI Liechtenstein
LT Lithuania
LV Latvia
MA Morocco
MC Monaco
MD Republic of Moldova
ME Montenegro
MK North Macedonia
ML Mali
MN Mongolia
NA Namibia
NE Niger
NO Norway
OA African Intellectual 

Property Organization
OM Oman
PL Poland

RO Romania
RS Serbia 
RU Russian Federation
RW Rwanda
SG Singapore
SI Slovenia
SM  San Marino
SN Senegal
SR Suriname 
ST Sao Tome and 

Principe 
SY Syrian Arab

Republic
TJ Tajikistan
TM Turkmenistan
TN Tunisia
TR Turkey
UA Ukraine
US United States 

of America5

3 フィンランド、ガーナ、ハンガリー及び／又はアイスランドを指定する場合には、第 11 欄において創作者の特定の表示が必須である。第 11 欄の記載によって、

自身が真の意匠の創作者である旨を宣言したこととなる。創作者として特定された者が出願人以外である場合には、これにより当該国際出願は創作者から出願人

へ譲渡されたことを宣言したこととなる。

4 一般的に、カナダ及び韓国の国内法に基づき、（ロカルノ分類）第 32 類に属する製品は、保護を受けることができない。従って、カナダ又は韓国を指定した第 32
類の意匠の国際登録は、カナダ特許庁（CIPO）又は韓国特許庁（KIPO）により拒絶の対象となる。

5 米国を指定する場合には、第 11 欄において創作者の特定の表示、及び ANNEX Ⅰを用いて発明者の宣誓書又は宣言書の提出が必須である。
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